
〒870-0021 
大分市府内町１丁目４－１６　 河電ビル203

0120-450-836
大分働き方改革推進支援センター

働き方改革　大分

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/
相談・セミナー情報詳細は、
ホームページをご覧ください。

受付時間　平日9：00～17：00
住 所

097-538-5102MAIL

URL

FAXhk44@mb.langate.co.jp

令和５年度 大分労働局委託事業
中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

無 料
相談・
専門家派遣秘密

厳守

法
方
談
相 オンラインコンサルティング

電話・メール・来所

セミナーへの講師派遣にも
対応可能

訪問コンサルティング
「大分働き方改革推進支援センター」では、働き方改革関連法の内容に
とどまらず、改正育児・介護休業法、男性の育児休業取得促進、仕事と
育児や介護の両立支援、不妊治療と仕事との両立、職場におけるハラス
メント防止措置、良質なテレワーク、多様な正社員制度、兼業・副業な
ど多様な働き方の実現に向け、働き方改革を進める魅力ある企業に人材
が集まるように支援を行います。

取組みはお済みですか？
同一労働同一賃金

時間外労働の上限規制

年5日の年次有給休暇の確実な取得

月60時間超残業の割増賃金率引き上げ

パワーハラスメント防止措置

育児・介護休業法改正の対応

ご都合に合わせた
相談方法が選べる!

等

対応
ぜひ専門家にご相談ください！

事業主、労務担当者様

働き方改革 はお済み
ですか？の



訪問コンサルティング・セミナー開催申込書

FAX：097-538-5102大分働き方改革推進支援センター 宛

【個人情報の取り扱いについて】
● 本申込書にご記入いただいた個人情報（以下「個人情報」）を取得する事業者：ランゲート株式会社（以下「当社」）
● 当社の個人情報保護管理者および個人情報に関する問合せ先：
情報通信部PMR担当　E-MAIL：privacy@mb.langate.co.jp

● 取得した個人情報は、「令和5年度　中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」（以下「本事業」）の相談支援
のためのみに利用します。

● 当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、当社が定める個人情報保護の水準を満たした委託者（中小企業・小規模事業者等に対する
働き方改革推進支援事業　専門家）に、個人情報を委託することがあります。

● 当社は開示対象個人情報について、本人または代理人から受け付けた開示等の求めに応じます。
● 当社は、本事業の実施報告のため、本事業の委託者である大分労働局に、個人情報を書面にて提供することがあります。

※ 上記内容について　□ 同意する　（チェックしてください）

事業場名
・団体名

ご担当者
氏名

所在地

連絡先

訪問・
セミナー
開催
希望日

相談内容・
セミナー
　テーマ

※ 後日、日程調整のお電話を差し上げます。

・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　セミナー　　・　　訪問
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　セミナー　　・　　訪問
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　セミナー　　・　　訪問

□　残業時間の上限規制

(非正規労働者待遇改善)

□　年次有給休暇の取得義務付け

□　人手不足

□　高度プロフェッショナル制度
□　パワハラ防止（ハラスメント全般）

□　最低賃金制度

□　同一労働・同一賃金
□　賃金制度全般

□　無期転換制度□　36協定
□　生産性向上への対応

□　各種助成金の申請・活用

□　就業規則・賃金規定等の見直し

□　その他

電話 FAX

E-MAIL

〒　　　-

　をお付け
下さい

□　育児・介護制度の整備
□　職務分析・職務評価□　テレワーク

【　　　　　　  　  】

WFL5131〈00-44〉

□　オンライン希望



同じように通勤しているのに、

手当がないなんて･･･

※不合理な待遇差の対策をしない場合、

法違反と判断される可能性があります。

通勤手当

▶裏面へ

同一労働同一賃金 検索

▼解説動画あり

全く同じ仕事をしていて、

欠勤されたら困るのは同じなのに

手当がないなんて・・・

皆勤手当

冠婚葬祭には休みがほしい

私だって平日は毎日出勤
慶弔休暇

正社員と比べて、こんな差ありませんか？

１ 不合理な待遇差は禁止です。

２ パートタイム・有期雇用労働者から求められたときは、

正社員との待遇の違いやその理由の説明が必要です。

事業主の皆さま

パートタイム・有期雇用労働法で

正社員と非正規雇用労働者の間の

不合理な待遇差は禁止されています

厚生労働省・大分労働局

どう見直せばいいの？？
「働き方改革推進支援センター」がサポートします！

▶裏面へ

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

例えば・・・



働き方改革推進支援センター

利用してみませんか？

働き方改革推進支援センターでは、キャリアアップ助成金について「正社員化コース」

や「賃金規定等改定コース」といった５種類のコースから、各企業に合わせたコースを

ご紹介できます。

従業員が納得感をもって働ける環境が整備でき、不平や不満も最小限

になってきている。給与や労務関係の担当者もこれまで曖昧になって

いた待遇面での問題が解決され、管理スキルが上がってきた。これか

らも、従業員の意見に耳を傾け、よりよい労働環境にしていきたい。

利用者の声 【事業内容：飲食業 従業員：83人】

全国47都道府県にあるセンターでは、社会保険労務士などの専門家が無料で

相談に応じています。

来所・電話相談

来所・電話によりご相談を承り

ます。

受付時間 平日9:00~17:00

企業への訪問相談サービス

専門家が、会社に訪問もしくは

オンラインで相談を承ります。

セミナー開催

企業向けのセミナーを随時開催

しています。

メール相談

メールでの相談も承ります。

助成金の活用相談

キャリアアップ助成金を活用しての、

パートタイマー、アルバイト、契約社員

の待遇の相談も承ります。 働き方改革推進支援センター
（電話番号、メールアドレスは事業所の所在地の都道府県名
をクリックしていただけますとご覧になれます。）

詳しくは 働き方改革推進支援センター 検索

例：「賃金規定等改定コース」

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を

増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合

に助成します。

５万円 ６万5,000円

４万3,000円

３％以上
５％未満

５％以上

※ すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を改定する場合の他、
雇用形態別や職種別などの区分で一部の賃金規定等を改定する
場合も助成を受けられます。

キャリアアップ助成金とは

３万3,000円

＜助成額（労働者１人あたり）＞

賃金引上げ率

企業規模

中小企業

大企業






